
新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組（案）

〇 ４月に緊急事態宣言を発し、感染状況は改善したが、社会経済活動全般に大きな影響
〇 感染者のうち、８割の者は他の人に感染させていない。また、８割は軽症又は無症状のまま治癒するが、２割で肺炎症状が増
悪。一方、若年層では重症化割合が低く、65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する者で重症化リスクが高いことが判明

〇 これまで得られた新たな知見等を踏まえれば、ハイリスクの「場」やリスクの態様に応じたメリハリの効いた対策を講じるこ
とによって、重症者や死亡者をできる限り抑制しつつ、社会経済活動を継続することが可能

○ こうした考え方の下、重症化するリスクが高い高齢者や基礎疾患がある者への感染防止を徹底するとともに、医療資源を重症
者に重点化。また、季節性インフルエンザの流行期に備え、検査体制、医療提供体制を確保・拡充

⇒ 感染防止と社会経済活動との両立にしっかりと道筋をつける

２．検査体制の抜本的な拡充
・季節性インフルエンザ流行期に対応した地域の医療機関での簡
易・迅速な検査体制構築。抗原簡易キットを大幅拡充（20万件
／日程度）
・感染拡大地域等において、その期間、医療機関や高齢者施設等
に勤務する者全員を対象とする一斉・定期的な検査の実施
・市区町村で一定の高齢者等の希望により検査を行う場合の国の
支援
・本人等の希望による検査ニーズに対応できる環境整備

３．医療提供体制の確保
・患者の病床・宿泊療養施設の確保のための10月以降の予算確保
・患者を受け入れる医療機関の安定経営を確保するための更なる
支援
・地域の医療提供体制を維持・確保するための取組み・支援を進
め、季節性インフルエンザ流行期に備え、かかりつけ医等に相
談・受診できる体制の整備
・病床がひっ迫した都道府県に対する他都道府県や自衛隊の支援

４．治療薬、ワクチン
・治療薬の供給を確保、治療薬の研究開発に対する支援
・全国民に提供できる数量のワクチンの確保（令和３年
前半まで）
・身近な地域での接種体制や健康被害救済措置の確保等
・健康被害の賠償による製造販売業者等の損失を国が補
償できる法的措置

５．保健所体制の整備
・自治体間の保健師等の応援派遣スキームの構築
・都道府県単位で潜在保健師等を登録する人材バンクの
創設
・保健所等の恒常的な人員体制強化に向けた財政措置

６．感染症危機管理体制の整備
・国立感染症研究所及び国立国際医療研究センターの連
携による、感染症の感染力・重篤性等を迅速に評価・情
報発信できる仕組みの整備
・実地疫学専門家の育成・登録による感染症危機管理時
に国の要請で迅速に派遣できる仕組みの構築

７．国際的な人の往来に係る検査能力・体制の拡充
・入国時の検査について成田・羽田・関西空港における1
万人超の検査能力を確保（9月）

1．感染症法における入院勧告等の権限の運用の見直し
・軽症者や無症状者について宿泊療養（適切な者は自宅療養）で
の対応を徹底し、医療資源を重症者に重点化。感染症法における
権限の運用について、政令改正も含め、柔軟に見直し
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感染症の患者 無症状病原体保有者
感染が疑われる患者のうち、 が検出された者 症状を認めないが、 が検出された者
疑似症患者 感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
以下のいずれかに該当し、他の感染症・病因によることが明らかで
なく、 を疑う場合
ア 有症状であり、かつ、患者と濃厚接触歴ある者
イ 有症状であり、かつ、流行地域渡航・居住歴ある者
ウ 有症状であり、かつ、流行地域渡航・居住歴ある者との濃厚
接触歴ある者
エ 有症状であり、 との鑑別が必要な者
オ 上記のほか、医師が を疑う者

①無症状の濃厚接触者（有症状は疑似症患者と同義）
・患者と同居・長時間の接触があった者
・感染防護具なしに患者を診察・看護・介護していた者
・患者の気道分泌物、体液等に直接触れた可能性がある方
・必要な感染予防策なしに、１メートル・ 分以上、患者と接触
した方
（注）陰性の場合でも、 日間は健康観察
② 地域や集団、組織等において検査前確率が高いと考えられ、か
つ、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にあると保健所
長が認める場合における、当該地域や集団、組織等に属する者
（注）陰性の場合、 日間の健康観察は求めないが、検査後
２週間以内に健康状態が悪化したときは速やかに報告するよ
う求めるとともに、報告があったときは、速やかに再検査を行う

行政検査の対象者の整理
 「行政検査」の対象者は、①感染症の患者、②無症状病原体保有者、③疑似症患者、④感染症にかかっていると疑うに足りる正

当な理由のある者と規定されている（感染症法第 条第１項・第３項第１号）
 また、上記①～④に該当しない場合でも、サービスの一環として、希望者に対して検査を実施する場合は、感染症法の規定に基づ

く国庫負担を伴わない事業として、実施可能と整理している。
 「感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」には、①無症状の濃厚接触者や、②地域や集団、組織等において検

査前確率が高いと考えられ、かつ、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にあると保健所長が認める場合における、当該地域
や集団、組織等に属する者などが含まれる。

行政検査の対象とならない者への検査
（例）不安を抱える妊婦への分娩前の新型コロナウイルス検査の費用補助（実施主体︓都道府県等 負担割合︓国 ）
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